
　 大 人 の 仲 間 入 り を す る 皆 さ ま に 知 っ て い た だ き た い こ と が あ り ま す 。

　 国 民 年 金 は 年 を と っ た と き の 老 後 の 年 金 だ け で は あ り ま せ ん 。 病 気 や 事 故 で 障 害 が 残 っ た と き の 障 害 年

金 、 家 族 の 働 き 手 が 亡 く な っ た と き の 遺 族 年 金 な ど 、 働 い て い る 世 代 み ん な で 支 え よ う と い う 仕 組 み で す 。

　 日 本 国 内 に お 住 ま い の 2 0 歳 以 上 6 0 歳 未 満 の 方 は 、 国 民 年 金 へ の 加 入 が 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い ま す 。

　 通 知 書 は 、 保 険 料 納 付 の 確 認 や 将 来 年 金 を 受 け 取 る 際 に 必 要 に な り ま す の で 、 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。

　 お 問 い 合 わ せ の 際 は 、 基 礎 年 金 番 号 又 は マ イ ナ ン バ ー 、 住 所 ・ 氏 名 ・ 生 年 月 日 が わ か る も の を お 手 元 に

ご 準 備 く だ さ い 。

納 付 を お 願 い し ま す 。

納 付 方 法

・ 現 金 納 付 〈 金 融 機 関 ・ 郵 便 局 ・ コ ン ビ ニ な ど 〉

・ 口 座 振 替 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド 納 付 （ 引 落 ）

・ P a y- e a s y

・ ス マ ホ ア プ リ 電 子 決 済 （ P a y P a y な ど ）

お 問 い 合 わ せ ： 名 護 年 金 事 務 所 ☎ 0 9 8 0 - 5 2- 2 5 2 2 ② 番 → ② 番

　 　 　 　 　 　   村 民 課 年 金 係 ☎ 9 6 6 - 1 2 0 5

　 　 　 　 　 　   厚 生 労 働 省 年 金 事 業 管 理 課 （ 年 金 ポ ー タ ル に つ い て ） ☎ 0 3 - 5 2 5 3 - 1 1 1 1

年 金
だ よ り 2 0 歳 に な っ た ら 国 民 年 金

① 2 0 歳 の 誕 生 日 か ら お お む ね 2 週 間 以 内 に 「 国 民 年 金 加 入 の お 知 ら せ 」 が 届 き ま す

②  基 礎 年 金 番 号 通 知 書 が 届 き ま す

老  後  を  支  え る  終  身  保  障 ！

「 老 齢 基 礎 年 金 」 が 受 け 取 れ る

一 生 涯 の 保 障 で す 。

万  が  一  の  障  害  や  遺  族  も  保  障 ！

老 後 だ け で は な く

現 役 世 代 の 保 障 も 充 実 し て い ま す 。

保  険  料  が  控  除 ！

納 め た 保 険 料 の 金 額 が

所 得 か ら 控 除 さ れ ま す 。

基 礎 年 金 の 半 分 は 国 （ 税 金 ） が 負 担 ！

基 礎 年 金 の 半 分 は 国 （ 税 金 ） か ら

支 払 わ れ て い ま す

学 生 納 付 特 例 申 請 （ 学 生 免 除 ） の 手 続 き を 　

大 学 ・ 短 大 ・ 専 門 学 校 （ 1 年 以 上 ）

（ 所 得 制 限 ・ 対 象 校 あ り ）

※  マ イ ナ ン  バ  ー カ ー ド を お  持  ち  の  方  は （  ね  ん  き  ん  ネ ッ ト へ  接  続  ） ス  マ  ー ト フ ォ ン  か ら 、

　 免 除 申 請 ・ 学 生 納 付 特 例 の 手 続 き が で き ま す よ 。

下 記 で も 検 索 し て み て く だ さ い ね 。 年 金 エ ッ セ イ で は 体 験 談 が 確 認 で き ま す 。

検 索2 0 歳 　 国 民 年 金 検 索年 金 　 エ ッ セ イ 検 索年 金 　 ポ ー タ ル

今 の あ な た の 状 況 を 教 え て く だ さ い 。

国 民 年 金 の 保 険 料 毎 月 、 1 6, 9 8 0 円 の

納 付 は 可 能 で す か ？

学  生  で  す  か ？

保 険 料 免 除 ・ 納 付 猶 予 申 請 （ 一 般 免 除 ） の

手 続 き を ！！

い い え

い い え

は い

は い
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